
令和 6 年 4 月 14 日 

 

第 33 回 あかね台二丁目自治会定期総会議事録 

 

開催日時：令和 6年(2024 年)4 月 14 日（日）9：30～12：15 

場所：横浜市青葉区あかね台 1-20-28 自治会館 2F 会議室 

出席者：令和 5年度役員、部長：10 名（うち 2名は次期役員候補） 

令和 6年度役員、部長候補：10 名 

ふれあい会事務局長：1名  計 21 名 

欠席者：令和 5年度副会長、令和 6年度防犯防災部長 計 2名 

 

【議事】 

１．開会の挨拶（会長:甲斐） 

 自治会員の皆様のご支援、ご協力で一年の自治会運営を円滑に行うことが出来た。

感謝申し上げたい。 

 本日の総会は、感染症予防のための議場の混雑防止と自治会員全体の意思表明の

明確化のため、書面表決を採用させていただいた。次年度防犯防災部長候補も本

日はインフルエンザ感染による欠席ということで、また予防の手はゆるめないこ

とにこしたことはないと言えるようだ。 

 本日は当初司会を予定していた副会長が欠席のため、会長の私が司会を兼ねて進

行を担当する。 

 

 ２．総会成立の確認 

総務 田中より、書面表決書の回収結果と総会成立について以下の報告を行った。 

 今回議案書を配布した令和 5 年度末の自治会員世帯数は 645  世帯で、提出された

書面表決書の総数は 558 通、全体の 86.51％となった。 

 これは、自治会規約第 15 条 2 項に定める総会成立要件である 2 分の 1 以上の出席を

十分に満たしており、本総会の成立を報告する。なお、回収率 86.51％は、前年の回収

率 74.4％を 12 ポイント上回っった。会員のご協力に感謝する。 

 

 ３．議長及び書記の選出 

    総会の議長として、副会長の四條を候補として承認を求めたところ、異議なく了 

   承された。また、書記は総務の阿見が担当することで承認された。 

 



 ４．第 1 号議案（令和 5 年度自治会活動報告）について 

１）報告 

 議案書に記載された内容に基づき、自治会活動実績報告（会長）、各部活動実績報告 

（各部長）、収支決算報告及び監査報告（会計、会長）、夏祭り実行委員会活動報告（行

事企画部長）、自治会館管理運営委員会報告（副会長四條が代理報告）を行った。なお、

福祉児童部の「子ども会終了までの経過と現状について」は会長より説明があった。 

 議案書記載内容について,下記訂正の報告があった。 

 ｐ11）18 行目 2018 年{平成 30 年）→2019 年（令和元年） 

 Ｐ12）13 行目 平成 30 年（2018 年）→令和元年（2019 年）  

  〃）26 行目 8 月 4 日{土）→8 月 5 日（土） 

 ｐ13）「交際費」欄 「ふれあい会懇親会」→削除 

２）質疑 

  議長が本議案に対する意見,質問を求めたところ、出席者より以下の質問があった。  

 ＊子ども会の問題に関連して、自治会館の鍵が返却されていないことについての  

対応、またそれ以外のリスクについてどう考えているか。 

＊これに対し、会長より以下の回答があった。 

①鍵の問題は、自治会館管理運営委員会とも共有しており、交換する方向で 

 検討中。 

②その他リスクとしては、個人情報の問題がある。役員会等で対応を検討して 

 いきたい。 

  また、本議案に関して書面表決書に記載された意見については、会長より、別添 

 資料に基づき回答と説明があった。 

３）採決 

 その他の意見がなかった為、議長は本議案の採決に移った。 

   議長より、回収した書面表決書 558 票のうち、賛成 556 票、反対 2 票であったとの 

   報告があり、賛成多数をもって第一号議案は承認された。 

 

 ５．第 2 号議案（規約、規則等の改定）について 

  １）報告 

  会長より、議案書の内容に基づいて、規約、規則等の改訂に関する説明が行われた。 

２）質疑 

   議長が本議案に対する意見を求めたところ、会場からの意見はなかった為、書面に 

 よる意見に対する回答を別添資料に基づき会長が説明した。  

３）採決 

 その他意見がなかったため、議長は本議案の採決に移った。回収した書面表決書 558

票のうち、賛成は 557 票、反対１票であったとの報告が行われ、賛成多数をもって第２

号議案は承認された。 

 

 



６．第 3 号議案（令和 6 年度運営体制）について 

１）報告 

 会長より、議案書の内容に基づき令和 6 年度運営体制について説明が行われた。今期

は、総務。会計を 1 名ずつ増員して機能強化をはかったこと、福祉児童関連活動の充実

のため、、福祉児童部を 1 名増員したこと、また前年役員の一部再任については前年度

よりの継続性を考慮したものとのことであった。 

２）質疑 

 議長が本議案に対する意見を求めたところ、会場からの意見はなかった為、書面によ

る意見に対する回答を別添資料に基づき会長が説明した。 

３）採決 

   その他意見がなかったことから、議長は本議案の採決に移った。回収した書面表決 

  書 558 票のうち、賛成は 558 票、反対 0 票であったのとの報告があり、賛成多数によ 

  り第３号議案は承認された。 

   この承認をもって役員・部長は正式に新年度の役員・部長に交代した。 

 

７．第 4 号議案（令和 6 年度活動計画）について 

 １）報告 

  議案書の内容に基づき、令和 6 年度自治会活動計画について、内容を監修した令和 

 5 年度の役員・部長より説明があった。主な内容は以下である。 

 ①11 月にあかね台中学を防災拠点とする恩田地区 4 自治会合同の防災苦戦を実施予 

  定。（防犯防災関連） 

 ②秋に一丁目（自治会、子ども会、茜会等）と合同で「遊びをつなぐ会」の実施を検 

  討中。（福祉児童関連） 

 ③夏祭り予算では、次年度より子ども会関連の収支を組み込んで透明化をはかった。

（行事企画部） 

 ④議案書にある自治会館運営の手引きの連絡先は、個人情報を考慮して今年度より 

 委員長と副委員長のみとした。（自治会館管理） 

 ２）質疑 

  議長が本議案に対する意見を求めたところ、会場からの意見はなかった為、書面に 

 よる意見に対する回答を、別添資料に基づき会長が説明した。 

 ３）採決 

    その他意見がなかったことから、議長は本議案の採決に移った。回収した書面表 

   決書 558 票のうち、賛成は 556 票、反対２票であったとの報告があり、賛成多数に 

   より第４号議案は承認された。 

 



８.関連団体報告 

 関連団体ふれあい会の事務局長から議案書の内容に基づき、活動報告と収支報告並び

に監査報告、令和 6 年度の活動計画について説明があった。 

 報告では、同団体の現況（平均年齢、活動状況）や、青葉区の高齢化率との比較、今

後の課題等についても説明があった。本報告に関する意見、質問等はなく、異議なく了 

承された。 

 

９．総会議長及び書記の解任 

 以上により、全ての議事が終了し、議長及び書記が解任された。  

その後、会長をはじめとした新旧役員・部長各位の挨拶があり、会議は終了した。 

 

以上 


